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 別記様式（第３条関係）  

会  議  録（１）  

会議の名称  令和５年度  第２回桶川市いじめ防止連絡協議会  

開催日時  
令和６年２月１５日（木）  

（開会）午後３時３０分（閉会）午後４時３０分  

開催場所  桶川市役所  会議室４０２  

主宰者の氏名   

議長の氏名   

出席者氏名  

（委員）  

教育部長、秘書広報課長、安心安全課長、保育課長、生涯

学習・スポーツ推進課長、桶川市立小・中学校長会長、中

央児童相談所長、桶川市青少年問題協議会委員  

欠席者氏名  

（委員）  

子ども未来課長、人権・男女共同参画課長、桶川市ＰＴＡ

連合会長、上尾警察生活安全課長  

説明員氏名   

事務局職員  

職名及び氏名  

学校支援課長、学校支援課主幹兼指導主事  

会  

 

議  

 

事  

 

項  

議  題   

１  開会  

２  会長あいさつ  教育部長  

３  資料説明・協議等  

（１）令和４年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題

に関する調査結果の概要について  

（２）桶川市におけるいじめの現状について  

（３）いじめ防止に係る指導の在り方について  

（４）いじめ防止啓発の取組について  

（５）その他  

４  閉会  

決定事項等   

 

配布資料  ・次第  

（１）令和４年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上

の諸課題に関する調査結果の概要について  

（２）桶川市におけるいじめの現状について  

（３）いじめ防止に係る指導の在り方について  

（４）いじめ防止啓発の取組について  
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会  議  録（２）  

     議  事  の  経  過  

発言者  発  言  内  容  
司会  
 
会長  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事務局  
 
会長  
 
委員  
 
 
事務局  
 
会長  
 
委員  
 
 
 
 
 
事務局  
 
 
 
 
 
 
委員  
 
 
 
事務局  
 
 
 
 
 

１  開会  
 
２  会長あいさつ（教育部長）  
本協議会の役割は、「いじめ防止等のための取組に関する関

係機関・団体との連絡調整」であること。  
本市小・中学校においては、教職員によるいじめ見逃しゼロ

となるよう、早期発見、早期解決に取り組んでいるところであ
る。  
 関係各機関や保護者・地域との連携を基盤に、いじめの未然
防止や早期解決に向けた取組について忌憚のないご意見を頂戴
したい。  
 
３  協議等  
（１）令和４年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の
諸課題に関する調査結果の概要について  
 
資料に基づき説明。  
 
事務局の説明に質問、意見はあるか。  
 
質疑・意見なし。  

 
（２）桶川市におけるいじめの現状について  
資料に基づき説明。  
 
事務局の説明に質問、意見はあるか。  
 

 未解決のいじめ事案については、一人一人の状態に注視し、
慎重な見守りを継続しているということだったが、学校全体で
共通認識の下で見守りを行っていることだと捉えている。た
だ、３か月たっても解決できない原因としてはどんなことが考
えられるか。  
 
 いじめが解消していると判断する要件として、いじめに係る
行為が止んでから３か月経過しているということと、被害児童
生徒自身が心身の苦痛を感じていないことの２つが挙げられ
る。「苦痛を感じていない」という点において、いじめられた
経験を引きずってしまう子も中にはいるため、その思いを丁寧
にほぐしていく、和らげていく支援が必要であると思われる。  
  
いじめに関しては、被害児童生徒の支援に重点が置かれると

思うが、加害側の児童生徒やその保護者はどのような認識を持
っているのか。  
 
いじめ事案が発生した場合、被害児童生徒に徹底的に寄り添

うのが大前提である。ただ、学校には被害児童生徒と加害児童
生徒が同時に存在している。被害児童生徒だけでなく、加害児
童生徒に対しても指導や支援、継続的なケアが必要となってく
る。関係の保護者にも連絡を入れるが、学校での指導方針を伝
えるとともに、家庭での見守りやケアも依頼している。子ども
をいじめの被害者にも加害者にもさせない取組が必要である。  
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     議  事  の  経  過  

発言者  発  言  内  容  
 
 
事務局  
 
会長  
 
委員  
 
 
 
事務局  
 
会長  
 
委員  
 
司会  
 
 
 
 
委員  
 
 
 
 
 
 
 
 
委員  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会長  
 
 
 
会長  
 
 
委員  
 
 
会長  

（３）いじめ防止に係る指導の在り方について  
 
資料に基づき説明。  
 
事務局の説明に質問、意見はあるか。  
 
質疑・意見なし。  

 
（４）いじめ防止啓発の取組について  

 
資料に基づき説明。  
 
ポスターは定期的に更新していくという方針でよいか。  
 
よい。  

 
本日説明した資料をもとに委員が感じたこと・考えたこと、

それぞれの立場で取り組めそうなことについてなど、グループ
協議をお願いしたい。その後、協議したことについて共有を図
りたい。  
 
 いじめの定義等も含めて、どこからがいじめとなるのかの判
断が難しいと感じる。同じような事案でも、未就学児ではいじ
めにはならないのかという疑問もある。中学校でのいじめ事案
では、トラブルの背景が小学校時代からあったという場合もあ
るだろう。いじめに至るまでの背景をよく考えていくことが必
要なのではないか。ＳＮＳ等も含めて、いじめのきっかけとな
るものも多い。早期発見につながる情報を、どのように得てい
くかということが大きなポイントとなるのではないか。  
 
 いじめの例について、大人だったらどうなるのかということ
を考えた。ＬＩＮＥでも、一つのグループの中でやり取りをし
ていると、同調的な意見を求められることがある。大人であれ
ばグループを抜ければよいが、子どもだとそうはいかないこと
もある。大人がいじめと感じることと子どもが感じるいじめに
は違いがあるかもしれない。子どもにとって、第３の居場所が
必要であると思う。学校のＰＴＡ会長をやっていると、顔が見
えないと感じることがある。親同士のつながりがあることで、
歯止めになる部分もあるのではないかと思う。  
 
 いじめは被害者側の思いによって認知するが、それが認知件
数の増加にもつながっている。それぞれの発表を聞いてさらに
ご意見があったらお願いしたい。  
 
 いじめ防止啓発ポスターについては、次年度以降も継続的に
取り組んでいくということでよいか。  
 
 よい。  
 
（５）その他  
今後ともいじめ防止、早期発見、早期解決に向けて、連携し

ながら取り組んでいきたい。それが子ども達のよりよい成長に
つながると考えている。  
 
４  閉会  
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